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デジタルブックライブラリー  P.24
合理的なカリキュラム設計 P.12 カリキュラム・講座一覧 P.14

お申込み方法 P.32 受講に関するQ＆A P.34
選ばれる理由 P.6 受講環境 P.22

試験情報 P.30

2 最良の教材
講義で用いるテキストは、すべて講師作成のオリジナルテキストです。弁理士試験に精通した
講師が、インプットテキスト、アウトプットテキストとも、合格に必要な知識を精査し、
すべてテキストに盛り込みました。

P.8

1

3

驚異の合格率！

最強の講師

弁理士試験におけるアガルートアカデミー受講生の合格率は34.4％！全国平均6.1％の5.6倍の
合格率となりました。
アガルートでは、弁理士試験講座を受講して合格された方の合格体験記をお届けしています。
是非ご覧ください。

講義を担当する講師は、弁理士試験に精通したプロ講師です。試験や各科目に関する知識は
もちろん、つまずきやすいポイントや試験で狙われやすい用語などについても造詣の深い、
最強の講師陣が合格に向けスムーズにサポートします。

P.4

P.26 迷いなく学習できる！

4 割引・合格特典
条件を満たせば最大20％の割引をご用意いたしました。
さらに合格特典として、全額返金やお祝い金の進呈もございます。

P.28

テキストや講義は
信頼のプロ講師制作！

アガルートアカデミーの
弁理士試験講座は 最短合格を全力サポート

合格を勝ち取る
ことができます！

アガルートアカデミーならだから

弁理士試験
アガルアガルーート受講生ト受講生

合格率合格率 3434..44 %%

合格体験記合格体験記
    公開中！公開中！

割
10％OFF

割
10％OFF
家族割

20％OFF
他校
乗換 割

20％OFF
再受講 割

20％OFF
他資格
合格者

受験
経験者

最
大
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特許法

第４章　保護主体

第１　 特許を受ける権利

１- 意義
特許権取得前に発明を支配利用することを可能とする実体的権利であ

り、国家に対して独占権の付与を請求することができる権利

２- 趣旨
発明はそれ自体に財産的価値があるため、特許権発生までの間、特許を

受ける権利に一定の保護を与えた

３- 性質

⑴　-公権的性質

国家に対して独占権付与を請求権

⑵　-私権的性質

発明を支配できる財産権

４- 発生
発明完成と同時に発明者に発生（29Ⅰ柱書） H19-29-3

５- 効力

⑴　公権的性質に
基づく効力

・国家に対して独占権の付与の請求

・出願後は手続の保障（意見書、補正等）

⑵　私権的性質に
基づく効力

・発明の使用・収益・処分を図る

＊収益として仮実施権の許諾（34の２Ⅰ、34の３Ⅰ）

・出願後は先願の地位、補償金請求権

 
自然人
原始的に取得（未成

年も可） 
法人
原始取得不可（自然

人から承継取得可）

∵発明は事実的行為

∵36条１項１号・２号
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第４章　保護主体

６- 変動

⑴　-移転

ア　特許を受ける権利は移転可（33Ⅰ） H18-33-2/3

∵ 財産権なので当然に移転できるとも思えるが、公権的性質も

あり移転できないとの疑問も生じ得るため、譲渡性がある旨を注

意的に規定

＊特許権は財産権ゆえに当然に移転できるので明文の規定なし

イ　共有に係る特許を受ける権利の持分を譲渡するときは他の共有者の

同意が必要（同Ⅲ） 司H21

∵ 発明は複数人が同時に実施でき（有体物は不可）、しかも、

発明の実施は投下資本と関与する技術者により著しく違う結果を

生み出すため、持分移転が自由だと、共有者が変わることで他の

共有者の持分の価値も著しく異なる

＊共有に係る特許を受ける権利に基づき取得すべき特許権について

仮実施権を許諾するには、他の共有者の同意が必要（同Ⅳ）

H21-12-2

∵ 33条３項と同趣旨

特許を受ける権利が甲乙丙の共有に係る場合に、甲の持分を乙

へ譲渡するときは、上記趣旨からすると、丙の同意は不要と解さ

れる

⑵　-二重譲渡

ア　出願前

出願が第三者対抗要件（34Ⅰ） H22-11-1、 H18-33-5

＊同日出願の場合、協議で定めた者であることが第三者対抗要件

（同Ⅱ） H25-15-2

イ　出願後

ア　特定承継

届出が効力発生要件（同Ⅳ） H30-16-ｲ、H22-17-1、H18-33-4

＊同日出願の場合、協議で定めた者であることが効力発生要件

（同Ⅵ）

イ　一般承継

特許庁長官に遅滞なく届出が必要（同Ⅴ） H22-17-2、H20-42-ｲ

∵効力発生要件だと、相続等の発生から承継の届出まで、権利者

不在

　　　　 ---出願前は対抗要件
とし、出願後は効

力発生としている
趣旨

・出願前の権利承継の場合、適当な公示手段がないため、出願を対

抗要件

・出願前も効力発生要件だと、出願前は権利承継不可となり、不便

移転の種類
・ 一般承継

 他人の権利義務を

一括して承継
ex ．相続、会社合

併、包括遺贈

・ 特定承継
 個々の権利を承継

ex ． 譲渡（売買、

贈与） 
共有
１個の権利を数名が

分有する形態 
持分
各共有者の有する割

合的な権利

 
第三者対抗要件
既に効力の生じた法

律関係を第三者に主張

するための要件 
第三者
当事者及び一般承継

人以外の者 
効力発生要件
ある法律関係が発生

するために必要な要件

プロ講師
オリジナルだから
信頼できる！わかりやすい

講義動画・テキスト

合格の要！
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選ばれる理由
アガルートアカデミーの
弁理士試験講座が

　講義で用いるテキストは、すべて講師作成のオリジナルテキスト
です。弁理士試験に精通した講師が、合格に必要な知識を精査し、す
べてテキストに盛り込みました。特許法や意匠法等の改正など最新
の法改正にもしっかりと対応しています。
　そして、何度も目を通すことになる総合講義100で用いるテキス
トは、フルカラーにし、図表を多く盛り込むなど、視覚的に理解し
やすく、楽しく学習を進められるよう工夫いたしました。

講師オリジナル
フルカラーテキスト

弁理士試験合格に必要十分な
情報だけを効率よく学習できる
カリキュラム
　アガルートアカデミーの講座やカリキュラムは、講師陣や教材制作
専門スタッフが過去の短答式試験、論文式試験の傾向等を分析し、協
議に協議を重ねた上で、合格に必要な情報だけを効率よく学習できる
ように設計されています。その結果として、「知識を習得するインプッ
ト学習」と、「問題演習を通じて知識を定着させるアウトプット学習」を、
同時並行的に行うという学習方法をカリキュラムの柱としました。

論文答案の「書き方」講座で、
論文が得意になる
　他校では試験範囲の知識を学んだ後にすぐ過去問演習に入るので、
論文式試験では学んだ知識をどのように記述していけばよいかが分
からずつまずいてしまいます。一方アガルートでは、答案の書き方
を学んだあとに過去問演習という順番で段階を踏んだカリキュラム
構成になっています。講師は論文式試験のエキスパートである弁護士
です。論文答案の書き方のイロハをしっかり教えるため、自然と論文式
試験が得意になります。

弁理士試験業界で
低価格な受講料
アガルートアカデミーは、オンラインによる講義の配信を中心とし
ており、教室を設置することによって生じる賃料や人件費等を大幅
にカットしています。そのため、低価格な受講料を実現することが
できています。一方で、テキストはフルカラーとするなど、合格の
ために必要な教育に関するコストは削減することなく、むしろ他の
予備校、通信講座よりも力を入れています。

選択科目の民法は弁護士が担当！
正確な答案表現方法が身につく
　時間をかけたくない選択科目ですが、民法は範囲が広く、知識をイ
ンプットするだけでも大変です。
　アガルートでは法律のプロである弁護士が、問題文の読み方、答案
構成の仕方、答案の書き方等、解答の全プロセスをお伝えするので、
通常の弁理士講師には真似できない精緻な問題分析方法、正確な答案
表現方法を身につけることができます。

確実に知識が定着 !

弁理士試験は幅広い法律知識が問われる試験であり、試験範囲を1周しただけで
理解しきることは難しいです。そのためアガルートではテキストを2周する構成
になっています。1周目で基礎的な知識を学び、2周目で1周目の復習や発展的
な知識を理解します。1周目で全体像を掴んでいるので、2周目でさらに理解が
深まり、知識を定着させることが狙いです。さらに、単元ごとに練習問題をご用
意しているので、インプット後にすぐにアウトプットすることができます。

2周システム

段階を踏んでしっかり学習内容を理解したらすぐに演習して定着度を確認・復習、
というサイクルを繰り返すことで、暗記頼りにならず確実に知識が定着します。

講義後の問題演習
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アガルートアカデミーの
こだわりのテキスト

アガルートアカデミーのインプット講座は、フルカラーテキストを使用します。これにより視覚的に情報を整理し、
知識を吸収することができます。編集にあたっては、常に講師が出題傾向を分析し、注力すべき分野や知識を洗い出
してテキストに反映しています。レイアウトにもこだわり、膨大な情報量を整理するため、図表にまとめたり、学習
上有意義なアイコンやマークを作成するなど、見やすさとわかりやすさを追求しています。そして最大のこだわりは、
合格に必要な情報しか掲載しないこと。これにより、最短合格をめざします。

合格に必要な情報だけを
見やすくわかりやすい インプットテキスト

276

特許法

第６　各手続の特例

１- 補正（184の
12）

⑴　時期的要件の
始期 H27-11-2

国内出願
外国語特許出願

日本語特許出願

出願後直ちに

・移行手続後（184の12Ⅰ）①

＊国内書面、手数料、翻訳文

・国内処理基準時経過後（同）②

移行手続後（184の12Ⅰ）①

＊国内書面、�手数料

①の趣旨

移行手続を欠くと出願が取下擬制又は却下されるため有効な出願とは

いえない

②の趣旨

外国語特許出願の場合、ＰＣＴ19条補正の効果として、補正書の翻訳

文を特許請求の範囲と擬制するため、ＰＣＴ19条補正の有無が確定しな

ければ、補正対象が不確定

＊日本語特許出願の場合、ＰＣＴ19条補正の効果は、通常の補正と同

じ効果のため、国内処理基準時を経過しなくても、補正対象が確定

している

⑵　新規事項追加
の範囲 H24Ⅰ

国内出願
外国語特許出願

日本語特許出願

当初明細書等の範囲

（17の２Ⅲ）

外国語書面出願と同じ

（184の12Ⅱ、読替準17の２Ⅱ・Ⅲ）

当初明細書等の範囲

（17の２Ⅲ）

＊外国語特許出願の場合の読替え後の内容

・手続補正書の場合

当初翻訳文（ＰＣＴ19条補正の翻訳文）の範囲内

・誤訳訂正書の場合

国際出願日の明細書等の範囲内

・誤訳訂正後に手続補正をする場合

当初翻訳文（ＰＣＴ19条補正の翻訳文）の範囲内、又は誤訳訂正書の

範囲内
要約書の補正は17条

の３の通り
＊要約書の補正に関

する旧184条の12

第３項は平成26年

改正で削除
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第14章　国際特許出願

２- 仮専用実施権
（184の12の２）

仮専用実施権の登録の始期

国内出願
外国語特許出願

日本語特許出願

出願後直ちに

（27Ⅰ）

・移行手続後（184の12の２）

＊国内書面、手数料、翻訳文

・国内処理基準時経過後

移行手続後（184の12の２）

＊国内書面、手数料

∵ 最終的に我が国で出願が有効に係属しない可能性があること

∵ 書類が未だ特許庁に存在しない出願の対象を特定して管理するこ

とは困難

３- -新規性喪失の
例外（184の14）

H26Ⅰ、H19Ⅰ
H18-41-5

国際特許出願の場合に国内出願と同様の手続を課すと、国際特許出願の

場合には新規性喪失の例外の規定の適用を受けることが事実上困難なた

め、国際特許出願の場合に30条２項の適用を容易に受けられるようにした

国内出願
国際特許出願

その旨記載した書面 出願と同時（30Ⅲ） 国内処理基準時後、30日以内

（184の14、施規38の６の３）

証明書 出願から30日以内（30Ⅲ）

４- 優先権（184
の15）

⑴　国際出願にお
ける優先権の主張

パターン

ア　パターン１：�先の出願が国内出願で、後の出願が国際出願の場合

（自己指定） H23Ⅰ

国内優先権の主張となる

∵自己指定の要件及び効果は、国内法令の定めによることから、国

内優先権の要件及び効果となる（ＰＣＴ８⑵⒝）

イ　パターン２-１：�先の出願が外国出願で、後の出願が国際出願の場

合

パターン２-２：�先の出願及び後の出願ともに、国際出願の場合

　パリ優先権の主張となる

∵�国際出願における優先権の要件及び効果は原則としてパリ優先権

となる（ＰＣＴ８⑵⒜） H28-3-4

ウ　パターン３：�先の出願が国際出願で、後の出願が国内出願の場合

国内優先権、又はパリ優先権を選択して主張可

∵国際出願は、各国の出願の束ゆえ、その日本出願に基づき優先権

を主張する場合は国内優先権となるし、その外国出願に基づき優

先権を主張する場合はパリ優先権となる

  自己指定とは、国内

の特許出願又は実用新

案登録出願を基礎とし

た優先権の主張を伴う

国際出願が日本国を指

定国として含めること
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特許法

イ　参加適格

 審判の結果に利害関係があること H30-11-ﾛ、H21
-57-3

「利害関係」

◯法律上の利害関係

　ex．実施権者、質権者
　

∵審決の効力が及ぶ

×感情的理由

　ex．親友

「審決の結果」

◯審決の結論で示される事項（請求の趣旨に記載した事項）

×審決の理由

ウ　地位・権限

ａ　一切の審判手続可（148Ⅳ） H29-15-5、H24
-46-3

∵ 参加人にも審決の効力が及ぶ

＊ 補助参加人は、被参加人の不利益になる行為や、被参加

人の行為と抵触する行為までもできる H19-31-ﾛ

ex．無効理由がないことにつき、参加人が、被参加人と異なる

主張をする

ｂ　審判の取下後は審判手続不可 H30-11-ﾛ、H20
-13-3

オ　手続

ア　参加の申請

ａ　審判長に、参加申請書を提出（149Ⅰ） H29-15-3

ｂ　審理の終結に至るまで参加可（148Ⅰ・Ⅲ）

「審理の終結に至るまで」は、審理終結通知まで

ｃ　当事者及び参加人に参加申請書の副本が送達され、意見陳述機

会付与（149Ⅱ） H23-39-5

∵ これらの者が異議を有する場合もある

イ　決定

ａ　参加の可否を、審判官の合議体が審判で決定（同Ⅲ）

ｂ　参加の決定に不服申立不可（同Ⅴ） H28-5-ﾎ、H24-24
-ｲ

∵ 参加申請の許否自体を争うことは徒に審判手続を遅延さ

せるし、参加申請人は審決に不服がなければ参加申請の許否

を争う利益もない

＊参加申請を拒否されて審決に不服があれば、取消訴訟提起可

（178Ⅱ）

148条２項のように

明文の規定なし

参加の申請は必ず書

面で
cf．民事訴訟法では

書面又は口頭で可

当事者等の異議申立

ての有無にかかわら
ず

決定される
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第12章　異議・審判

６- -審理の流れ

⑴　フローチャー
ト

特許庁

⑵　実体審理の手
続

ア　審判請求人からの攻撃 H20Ⅱ

ア　審判請求書での無効理由の提示

イ　審判請求書の補正による無効理由の追加

＊請求の理由の要旨変更補正に当たるため、要件を具備する必要

あり（131の２Ⅰ②・同Ⅱ）

- - - - -
---上申書で提示され

た無効理由を職権
審理することの問

題点

・上申書で事実上の無効理由の追加を認めると、要旨変更補正を認

めた趣旨と整合せず、本来必要としない職権審理通知を必要とす

る

・職権審理通知による無効理由は請求人の意図した構成とは限らず

不満が生じる

・特許権者の関知しないところで上申書が提出され、その採否基準

も不明確であるため、手続の透明性に欠ける

要旨変更補正の要件を

具備しない場合、新た
に

無効審判を請求する

実務的には補正書で

はなく弁駁書の形式
で

提出することも可
上申書で新たな無効

理由を提示し、職権
審

理（153Ⅰ）を促す
こ

とも可

4 情報を１冊に集約
問題を解く上での注意点やヒントなども本文の
すぐそばに配置。情報を１冊に集約しました。

3 豊富な図表
文章だけではわかりにくい部分について
は、図や表にまとめるなど、ひと目でわか
るよう工夫しています。

1 フルカラーテキスト
何度も目を通すことになるインプットテキストはフル
カラーにし、視覚的に理解しやすく、楽しく学習を進
められるよう、工夫しました。

2 アイコンでわかりやすく
青本や審査基準の重要事項や、難解な専門用語、関連事項
など、学習上有意義な事項にはアイコンを付して解説して
います。


